
受審料金 ＝ 〔A〕  基本料金 ＋ 〔Ｂ〕 評価雑費 

 

特定非営利活動法人 群馬社会福祉評価機構 

 

 

１．基本料金〔A〕 

＊ 第三者評価を１事業所について、実施する場合の必要経費分 

基本料金（下記を除く） ２２８，０００円 

基本料金（保育園） ２０５，０００円 

基本料金（軽費老人ホーム・ケアハウス）  １４８，０００円 

基本料金（老人デイサービス） １８３，０００円 

２．評価雑費（事業所種別毎）〔B〕 

＊ 第三者評価を行うにあたっての１事業所当りの評価雑費 

通所型施設 保育所（園） ９００円／定員１人あたり 

老人デイサービス ８００円／定員１人あたり 

入所型施設 特別養護老人ホーム 

養護老人ホーム 

知的障害者更正施設 

身体障害者療護施設 

１，５００円／定員１人あたり 

軽費老人ホーム・ケアハウス ６００円／定員１人あたり 

 

（例）保育園（所） 

 

（例）特別養護老人ホーム 

 

（例）軽費老人ホーム・ケアハウス 

定 員 〔Ａ〕  〔Ｂ〕  受審料金 

100人定員 148,000円 ＋ 60,000円 = 208,000

円 70人定員 148,000円 ＋ 42,000円 = 190,000

円 50人定員 148,000円 ＋ 30,000円 = 178,000

円 （例）デイサービス 

定 員 〔Ａ〕  〔Ｂ〕  受審料金 

60人定員 183,000円 ＋ 48,000円 = 231,000

円 30人定員 183,000円 ＋ 24,000円 = 207,000

円 20人定員 183,000円 ＋ 16,000円 = 199,000

円 平成 21年 10月改訂（保育園新基準対応） 

定 員 〔Ａ〕  〔Ｂ〕  受審料金 

150人定員 205,000円 ＋ 135,000円 = 340,000

円 90人定員 205,000円 ＋ 81,000円 = 286,000

円 30人定員 205,000円 ＋ 27,000円 = 232,000

円 

定 員 〔Ａ〕  〔Ｂ〕  受審料金 

100人定員 228,000円 ＋ 150,000円 = 378,000

円 70人定員 228,000円 ＋ 105,000円 = 333,000

円 50人定員 228,000円 ＋ 75,000円 = 303,000

円 


